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市町村名 計画期間

目　　標　：

計画の名称

　平成21年の区域内定住人口109人を平成25年に96人以上定住することを目標とする。（平成17年126人→平成21年109人の減少率13.5％
を、平成21年→平成25年の減少率11.9％におさえる）

　平成21年の区域内定住人口157人を平成24年に151人以上定住することを目標とする。（平成18年164人→平成21年157人の減少率4.3%を、
平成21年→平成24年減少率3.8%におさえる。）

　農業生産基盤の整備、改善、強化を推進し、維持管理負担の軽減、農作業の効率化など農業生産性の向上を図るとともに、高品質、多収量の生産によ
り農業生産額の増加を目指し、農業経営の安定化を図る。そのことにより、農家人口の定住が促進され、農地の保全、耕作放棄地の解消・発生防止にも
寄与することが期待される。農村の活性化を図るため、各地区において対策を実施し、定住を促進する。

都道府県名 大分県

倉成地区

１　活性化計画の目標及び計画期間

地区名 大分県１期地区 H21～H25
杵築市、由布市、佐伯市、

日田市、宇佐市

大分県１期地区活性化計画

川北地区 　区域内の定住人口の減少率の抑制を行い平成24年に85人を目標とする。(年減少率1.4%以下　平成17年から平成19年の減少率4.3%)

五田地区

八坂地区 　平成21年の区域内定住人口439人を平成24年に400人以上定住することを目標とする。（平成18年482人→平成21年439人の減少率8.9%の
現状維持を目標とする。）

塚原地区 　平成24年の地区内定住人口385人以上を目標とする。(平成16年347人→平成21年369人の1.27%/年の増を平成21年369人→平成24年385
人の1.44%/年の増加を目標とする。)

野田地区 　平成22年の区域内定住人口139人を平成25年に131人以上定住することを目標とする。（平成19年149人→平成22年139人の減少6.71%を、
平成22年→平成25年減少率5.76%におさえる。）

天神地区 　平成22年の区域内定住人口2,299人を平成25年に2,240人以上定住することを目標とする。（平成19年2,361人→平成22年2,299人の減少率
2.6%の現状維持を目標とする。）

八幡森地
区

　平成22年の区域内定住人口197人を平成24年に193人以上定住することを目標とする。（平成19年202人→平成22年197人の減少率2.5%を、
平成22年→平成25年減少率2.0%におさえる。）

大越地区 　平成21年の区域内定住人口60人を平成25年に60人以上定住することを目標とする。(平成17年67人→平成21年60人の減少10.4%を、平成
21年→平成25年の減少率0%におさえる。)



目標設定の考え方
地区の概要：

八幡森地
区

　本地区は、杵築市山香町の中央部に位置し、二級河川八坂川沿いに展開する平地農業地域で、農地においては稲作を中心とした兼業農
家が大部分を占めている。農村地域は過疎・高齢化が進展しており、後継者不足が顕著であり、定住人口も減少傾向にある。今後も更なる
定住人口の減少、離農等による耕作放棄地の発生が懸念されている。

川北地区

　大分県は標高0mから1,000m近くまで耕地が分布し、耕地面積の約7割が中山間地域に位置する起伏の多い地勢にあり、米を基盤に野菜、果樹、花きの
園芸作物や肉用牛を中心とする畜産など各地域の立地条件を活かした多様な農業が展開されている。しかしながら生産条件が不利な中山間地域を中心
に、維持管理費や生産コストの高騰、農産物価格の低迷等、農業情勢は厳しく、今後の農業経営の継続、農地の保全、農村の機能確保等が困難な状況
が見受けられる。今回、大分県内において農村の活性化を図るために農業生産基盤の整備に取り組む地区をまとめ大分県１期地区として設定した。

　本地区は、杵築市の中部に位置し、二級河川高山川沿いに展開する平地農業地域で、農業は水田を中心としている。農村地域は過疎・高
齢化が進展しており、後継者不足も顕著であり、定住人口の減少も著しい。今後も更なる定住人口の減少、離農等による耕作放棄地の発生
が懸念されている。

倉成地区 　本地区は、杵築市山香町の中央部に位置し、二級河川立石川沿いに展開する平地農業地域で、農地においては稲作を中心とした兼業農
家が大部分を占めている。農村地域は過疎・高齢化が進展しており、後継者不足が顕著であり、定住人口も減少傾向にある。今後も更なる
定住人口の減少、離農等による耕作放棄地の発生が懸念されている。

天神地区 　本地区は日田市中心部に隣接した地域で、一級河川渡里川から取水を行っており、地形は谷底平野で標高80mから100mに位置する農村
地域である。地域内は過疎・高齢化が進展しており、後継者不足が顕著であり、定住人口も減少傾向にある。今後も更なる定住人口の減少、
離農等による耕作放棄地の発生が懸念されている。

大越地区

　本地区は宇佐市の北東部に位置しており、向野川沿いに展開する米・麦・大豆を主要作物とする水田地域で、穀倉地帯である宇佐平野の
一角を担う地域である。しかし近年の農村地域では過疎・高齢化が進展しており、本地区も例外ではなく後継者不足が深刻な状況で、定住人
口の減少が著しく、離農等による耕作放棄地の発生が懸念されている。

八坂地区 　本地区は、杵築市市街地に隣接し水稲を基幹作物とし、なす、いちごの栽培を行うなど大規模複合経営に積極的に取り組んでいる地域で
ある。農村地域は過疎・高齢化が進展しており、後継者不足が顕著であり、定住人口も減少傾向にある。今後も更なる定住人口の減少、離農
等による耕作放棄地の発生が懸念されている。

塚原地区 　本地区は、由布市湯布院町の北部に位置し、塚原温泉等の観光資源のある自然に恵まれた地域で、水稲と畜産を中心に農業が盛んな地
域である。地区内の人口は市外・県外からの居住者で増加傾向にあるものの、農家は高齢化・後継者不足が深刻な状況である。

　本地区は、杵築市の中央部に位置し、水稲を基幹作物とした2級河川八坂川沿いに展開する地区で、農地においては地元単独費用による
区画整備を行っているが、近年の農産物の価格低迷に加え、異常気象に伴う豪雨による湛水被害により生産能力の低下や高齢化・過疎化
が進んでいる。

五田地区

　本地区は佐伯市の中央部に位置しており、大越川沿いに展開する比較的急峻な水田・畑地帯である。農業は水稲を中心に展開している
が、近年では野菜類の産地化にも取り組んでいる。しかし、農村地域は過疎・高齢化が進展し、後継者不足が深刻な状況で、定住人口の減
少も著しい。今後も更なる定住人口の減少、離農等による耕作放棄地の発生が懸念されている。

野田地区



現状と課題

八幡森地
区

　本地区における農業については、農業従事者の高齢化や過疎化だけでなく、農業用水利施設の老朽化・能力低下により維持管理費の増大
が深刻な問題となっており、農業の衰退、耕作放棄地の増大が危惧されている。このことから、農業用用排水施設の機能確保、農地の保全
を図ると共に、担い手の確保・育成が急務となっている。

野田地区   本地区は水稲を中心に麦・大豆の作付けを行っている水田地域であるが、農業従事者の高齢化や過疎化だけでなく、農業用水利施設の老
朽化・能力低下により、維持管理労力の増大が深刻な問題となっており、農業の衰退、耕作放棄地の増大が危惧されている。このことから農
業水利施設の機能確保、農地の保全を図ると共に、担い手の確保・育成が急務となっている。

天神地区 　本地区における用水供給は揚水ポンプにより行っているが、近年、ポンプの補修及び電気料等の維持管理費が増大し、農業経営に著しい
負担・影響を与えている。このことから、取水形式を上流側からの自然流下方式に改善し、農業用用排水施設の機能確保と維持管理費軽減
を行い、農業経営の安定を図ることが急務となっている。

倉成地区 　本地区における農業については、農業従事者の高齢化や過疎化だけでなく、農業用水利施設の老朽化・能力低下により維持管理費の増大
が深刻な問題となっており、農業の衰退、耕作放棄地の増大が危惧されている。このことから、農業用用排水施設の機能確保、農地の保全
を図ると共に、担い手の確保・育成が急務となっている。

川北地区 　本地区における農業については、農業従事者の高齢化や過疎化だけでなく、農業用水利施設の老朽化・能力低下により維持管理費の増大
が深刻な問題となっており、農業の停滞・衰退、耕作放棄地の増大が危惧されている。このことから、農業用水利施設の機能確保、農地の保
全を図ると共に、担い手の確保・育成が急務となっている。

五田地区 　本地区においては、農業従事者の高齢化や過疎化が進んでおり、地域資源を守るため農地・水・環境保全向上対策に取り組み、遊休農地
の発生防止に努めているが、区画整理未実施地区のため、営農条件が悪い水田も多く、農作業時や維持管理時に多大な労力を費やしてお
り、農業の衰退が危惧されている。このような状況であり、営農条件の改善とともに担い手の確保、育成が課題となっている。

　大分県は耕地面積の約7割が中山間地域に位置している。中山間地域の農村の多くは過疎・高齢化の影響を大きく受け、後継者不足等、農業の担い手
確保が深刻な問題となっている。ここ10年間で農業者は2割以上減少し、対して耕作放棄地は全体の1割を越えるまでに拡大が進行している。農業生産に
おいては、基盤となる農業水利施設の老朽化等が効率的な農業生産の阻害要因となっている。また近年は猪等の鳥獣による農作物被害が増大してお
り、農家の維持管理負担を増大させ、生産意欲を低下させるなど、悪影響を及ぼしている。農村の活性化にあたり、定住を促進するため、農業生産基盤
の改善、整備を行うことにより適正な機能を確保することが急務となっている。

八坂地区 　本地区については、大規模区画を有効利用した営農が展開され、生産向上に努めている。しかし地区内農道は砂利道で降雨等の影響によ
り路面浸食が著しく、通作への障害や農作物輸送時の荷痛みによる品質の低下が深刻な問題となっている。このことから、農道整備を実施し
農作物輸送の迅速化による輸送コストの低減と、農作物の荷傷みを防止することが急務となっている。

塚原地区 　本地区は稲作と畜産を中心とした農業の盛んな地域であるが、施設の老朽化から維持・管理に多大な労力と経費を要している。そのため、
今後高齢化が進む集落において、維持管理が困難になることが予想される。用水量の確保と維持管理費の節減を行い、優良農地の拡大及
び農業経営の安定を図るため水路整備が急務の課題となっている。

大越地区 　本地区は水稲のほか、野菜類の生産が盛んな地域であるが、農道は幅員が狭小で農産物の搬出入及び通作交通等大変危険であり、用排
水路も老朽化が激しく漏水が頻繁におこるなど、維持管理に苦慮している。また近年、鳥獣による被害が甚大で、農家の生産意欲が低下し、
農家人口の更なる減少が懸念されている。このような状況から、営農条件の改善とともに、担い手確保・育成が急務となっている。



今後の展開方向等

天神地区 　本事業に対する農家の期待は大きく、用水の安定的な供給を行うとともに維持管理の効率化を図るため早急な整備を望んでいる。本計画
により、水利使用が自然流下方式となるため、これまで負担となっていたポンプ施設の補修費及び維持管理費の大幅な節減が可能となり、
農業生産性の向上を図ることで農業経営の発展と安定を目指す。

野田地区 　農業従事者の高齢化、担い手不足が進み地域活力が低下する中、安定した農業生産を行うため、農業用用排水施設を整備し、今後農地・
農業用水利施設などの維持・保全、農地の汎用化を図り、水稲、麦、大豆等を栽培し農地の高度利用を計画する。また、経営規模拡大志向
農家に農用地の集積が図られるよう努めるとともに水稲を中心とした複合経営を推進し、経営規模拡大に資するよう推進を図る。

倉成地区 　農業従事者の高齢化、担い手不足が進み地域活力が低下する中、安定した農業生産を行うため、農業用用排水施設を整備し、今後農地・
農業用水利施設などの維持・保全、農地の汎用化を図り、水稲、豆、野菜等を栽培し農地の高度利用を計画する。また、中核的農家に農用
地の面積集積がはかられるよう努めるとともに水稲を中心とした複合経営を推進し、経営規模拡大に資するよう推進を図る。

八幡森地
区

　農業従事者の高齢化、担い手不足が進み地域活力が低下する中、安定した農業生産を行うため、農業用用排水施設を整備し、今後農地・
農業用水利施設などの維持・保全、農地の汎用化を図り、水稲、大豆、小麦を栽培し農地の高度利用を計画する。また、中核的農家に農用
地の面積集積がはかられるよう努めるとともに水稲を中心とした複合経営を推進し、経営規模拡大に資するよう推進を図る。

川北地区

　農村においては、過疎・高齢化、担い手不足等が進行し、地域活力の低下が懸念される。農村の活性化にあたっては定住を促進することが有効であり、
農家の定住を促進するには、農業生産性の向上を図る必要がある。農業生産に係る維持管理負担の軽減、生産量の増加、生産効率の向上など農業生
産基盤を強化するため、農業用用排水施設等の未整備基盤の整備を進めるとともに、老朽化等により営農に支障を及ぼしている施設の更新整備も推進
する必要がある。

大越地区 　水田を中心とする土地利用型農業においては、一定のまとまった農用地を有効利用することで、生産性の高い、効率的な農業を実践するこ
とが可能となることから、今後も担い手の確保と生産基盤の整備に努め、農業経営の安定化を目指すとともに、農地の集積化の推進、作業
委託組織を強化し、高齢従事者に対応した農業振興を図る。そのためには農業用用排水施設や農道等の農業生産基盤の整備が必要であ
る。

　農業従事者の高齢化、担い手不足が進み地域活力が低下する中、安定した農業生産を行うため、今後農地・農業用水利施設などの維持・
保全を図り、地域の特色ある水田農業の展開を図りながら、需要に応じた作物生産及び水田農業の構造改革推進のため条件整備に資する
よう推進を図る。

五田地区 　農業従事者の高齢化や担い手不足が進み地域活力が低下する中、区画整理により、農道や用排水路の整備に加え、湿田の解消により農
地の汎用化を図り、水稲、大豆、野菜等を栽培し農地の高度利用を目指す。圃場の集団化を推進し、作業効率の向上と労働時間の短縮を図
る。このことにより、営農条件を改善することで、農家の定住を促進するとともに、遊休農地の発生を防止し、農業経営の安定と農業振興を通
じた地域の活性化を図る。

八坂地区 　農業従事者の高齢化、担い手不足が進み地域活力が低下する中、安定した農業生産を行うため、農道整備を行い、農業生産物輸送時の
荷痛みの防止による農業生産額の増加、維持管理費の節減を図り、地域の特色ある水田農業の展開を図るとともに担い手を育成し、需要に
応じた作物生産及び水田農業の構造改革推進のため条件整備に資するよう推進を図る。

塚原地区 　本地区は、平成6年に地元自治会や小学校PTA、老人クラブ、牧野組合、観光協会等によって組織された「塚原まちづくり会議」によって新
たな地域づくりが芽生えている。この組織の地域活性化活動と併せ、農地のＵＩターン者への貸付けや集落営農を視野に入れた農業の活性
化による農業者の高齢化対策と集落の保全維持・定住の促進を図るためにも農業用用水施設の整備が必要である。



（１）法第５条第２項第３号に規定する事業（※１）

杵築市

杵築市 有 イ

杵築市 八坂地区 基盤整備（土地改良施設保全） 杵築市 有 イ

五田地区 基盤整備（区画整理） 杵築市 有 イ

杵築市 有 イ

イ有杵築市基盤整備（農業用用排水施設）杵築市

杵築市 八幡森地区 基盤整備（農業用用排水施設）

倉成地区 基盤整備（農業用用排水施設）

川北地区

杵築市

２　目標を達成するために必要な事業及び他の地方公共団体との連携

市町村名 地区名 事業名（事業メニュー名）（※２） 事業実施主体 交付金希望の有無 備考
法第５条第２項第
３号イ・ロ・ハ・ニ

の別(※３）

由布市 塚原地区 基盤整備（農業用用排水施設） 由布市 有 イ

佐伯市 大越地区
基盤整備（農業用用排水施設）
基盤整備（農業用道路）

佐伯市 有 イ

（２）法第５条第２項第４号に規定する事業・事務（※４）

佐伯市 大越地区 佐伯市 有

（３）関連事業（施行規則第２条第３項）（※５）

（４）他の地方公共団体との連携に関する事項（※６）

杵築市 有 イ

宇佐市 野田地区 基盤整備（農業用用排水施設） 宇佐市 有 イ

交付金希望の有無 備考

杵築市 八幡森地区 基盤整備（農業用用排水施設）

事業実施主体

事業実施主体

市町村名 地区名 事業名

創意工夫発揮事業（鳥獣侵入防止施設整備）

市町村名 地区名 事業名 備考

日田市 天神地区 基盤整備（農業用用排水施設） 日田市 有 イ



区域設定の考え方
①法第３条第１号関係：
　大分県１期地区計画区域の総面積2,172.7haのうち、農林地面積は1,948.7haで89.7%を占める。また、区域内の全就業者2,717人に対する
農林漁業従事者数は689人で25.4%を占め、農林漁業が重要な役割を担っている地域である。

②法第３条第２号関係：
　農村地域においては、過疎・高齢化等の影響により人口は減少傾向にあり、地域活力の低下が懸念される。農業生産基盤の整備を推進し、
農業生産性の向上を図り、農家の定住促進を図ることが地域の活性化にとって有効である。

③法第３条第３号関係：

　当該区域においては人口の減少が著しく、農業従事者の高齢化、後継者不足等の状況からみて、今後も離農等による人口減少が懸念される。農業用用排水施設を整
備し、農業用水の安定供給、維持管理費の低減を図り、経営を安定させることで定住人口の減少抑制が可能となる。本地域の活性化にとって定住の促進を図ることが重
要である。

2,172.7ha

野田地区

天神地区

八幡森地区

25.4%

川北地区 　当該区域においては人口の減少が著しく、農林業従事者の高齢化傾向からみて、農業の活性化を進め、定住化の促進を図ることが必要不可欠な区域である。

　当該区域においては人口の減少が著しく、農業従事者の高齢化、後継者不足等の状況からみて、今後も離農等による人口減少が懸念される。区画整理を実施し、農
業生産性の向上を図り、経営を安定させることで定住人口の減少抑制が可能となる。本地域の活性化にとって定住の促進を図ることが重要である。

　当該区域においては人口の減少が著しく、農業従事者の高齢化、後継者不足等の状況からみて、今後も離農等による人口減少が懸念される。農業用用排水施設を整
備し、農業用水の安定供給、維持管理費の低減を図り、経営を安定させることで定住人口の減少抑制が可能となる。本地域の活性化にとって定住の促進を図ることが重
要である。

  当該区域においては人口が減少傾向であり、施設の老朽化、農業従事者の高齢化、後継者不足等の状況からみて、今後も離農等による人口減少が懸念される。農業
用用排水施設を整備し、農業用水の安定供給、維持管理費の低減を図り、経営を安定させることで定住人口の減少抑制が可能となる。本地域の活性化にとって定住の
促進を図ることが重要である。
  当該区域においては人口が減少傾向であり、施設維持管理負担の増大、農業従事者の高齢化、後継者不足等の状況からみて、今後も離農等による人口減少が懸念
される。農業用用排水施設を整備し、農業用水の安定供給、維持管理費の低減を図り、経営を安定させることで定住人口の減少抑制が可能となる。本地域の活性化に
とって定住の促進を図ることが重要である。

120 46 38.3%
天神地区 202.0 172.0 85.1% 1,138 17.9%

59

八幡森地区 28.0 24.2 86.4% 105 66

八坂地区
倉成地区 34.0 81.0% 157

204

五田地区

88.8%75.2

89.9% 175 38

57 28.6%
37.6%

62.9%

川北地区
五田地区 33.0 26.8 199

42.0
33.5%

総面積(ha) 全就業者数(人) 農林漁業従事者数(人) 農林漁業従事者率
6.3 66.3% 343 51 14.9%

978.6

　当該区域は既に市街地を形成している区域は含んでいない。

大分県１期地区　合計 区域面積　合計

1,948.7 89.7%

農林地面積(ha) 農林地割合

81.2%

66.8

21.7%

３　活性化計画の区域

9.5

2,717 689

倉成地区

合計 2,172.7
野田地区

563.0 533.0 94.7% 41 21

132.0 107.0 81.1% 439 147

大越地区 　当該区域においては人口の減少が著しく、農業施設の老朽化、農作物の鳥獣被害が増加し生産性が低下しており、今後も離農等による人口減少や耕作放棄地の増
加等が懸念されている。農道や農業用用排水施設等を整備することにより、農業生産条件が改善され、農家経営が安定し、定住人口の減少抑制が期待される。本地域
の活性化にとって定住の促進を図ることが重要である。

51.2%
塚原地区 1,088.0

八坂地区 　当該区域においては人口の減少が著しく、農業従事者の高齢化、後継者不足等の状況からみて、今後も離農等による人口減少が懸念される。農業用道路を整備し、
農作物輸送、通作等の効率化、生産性の向上を図ることで定住人口の減少抑制が可能となる。本地域の活性化にとって定住の促進を図ることが重要である。

塚原地区 　区域内人口は増加傾向にあるが、農業関係における高齢化、後継者不足が顕著になっている。農業用用排水施設を整備し、農業用水の安定供給、維持管理費の低
減を図ることで新規就農者の確保、農地利用集積が可能となり、定住人口の増加につながる。本地域の活性化にとって定住の促進を図ることが重要である。

大越地区



６　活性化計画の目標の達成状況の評価等

　計画区域内の定住人口の推移について、各市において住民基本台帳等により把握し、第三者を含め組織する評価委員会の中で目標の
達成状況の評価を行う。



杵築市川北地区

・農業用用排水施設

杵築市五田地区

・区画整理

杵築市倉成地区

・農業用用排水施設

杵築市八坂地区

・土地改良施設保全

由布市塚原地区

・農業用用排水施設

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

【大分県１期地区活性化計画 位置図】

日田市天神地区

・農業用用排水施設

杵築市八幡森地区

・農業用用排水施設
宇佐市野田地区

・農業用用排水施設

佐伯市大越地区

・農業用用排水施設

・農業用道路

・鳥獣侵入防止施設



杵築市

川北地区
杵築市川北地区活性化計画図

S= 1：5,000

計画区域面積 A= 9.5 ha

受 益 面 積 A= 5.8 ha

水 路 工 L= 29.5 m

凡　　　　　例

29.3



杵築市

五田地区

区画整理
A=12.7ha

五田地区　活性化計画図　S=1/10,000

中山間地域総合整備事業

農道整備 五田線 Ｌ=２４０m

活性化計画 A=33.0ha

受　 益 　地 A=12.7ha

他事業実施 L=240m

国　　   　道

主要地方道

一 般 県 道

市 町 村 道

凡　　　　　　　　例



杵築市

倉成地区
倉成地区　活性化計画図　S=1/10,000

基盤整備促進事業　（農業生産基盤整備：農業用用排水施設）

延　長(m)

153
163
245
159
174
184
1078

４号支線用水路
５号支線用水路
６号支線用水路

計

名　　　称

１号支線用水路
２号支線用水路
３号支線用水路

活性化計画 A=42.0ha

受　 益 　地 A=10.9ha

計 画 路 線 L=1078m

国　　   　道

主要地方道

凡　　　　　　　　例



杵築市

八坂地区

19号

22号

24号

20号

27号

28号

29号

33号
31号

30号

39号

八坂地区　活性化計画図　S=1/10,000

基盤整備促進事業　（農業生産基盤整備：土地改良施設保全）

名　　　称 延　長(m)

19号支線道路 189
20号支線道路 410
22号支線道路 57
24号支線道路 57
26号支線道路 124
27号支線道路 189
28号支線道路 100
29号支線道路 406

26号

32号

36号

41号

42号

活性化計画 A=132.0ha

受　 益 　地 A=37.8ha

計 画 路 線 L=3332m

主要地方道

一 般 県 道

市 町 村 道

凡　　　　　　　　例

29号支線道路 406
30号支線道路 220
31号支線道路 437
32号支線道路 211
33号支線道路 213
36号支線道路 400
39号支線道路 106
41号支線道路 102
42号支線道路 111

計 3,332

八坂地区　活性化計画図　S=1/10,000

活性化計画 A=132.0ha

受　 益 　地 A=37.8ha

計 画 路 線 L=3332m

主要地方道

一 般 県 道

市 町 村 道

凡　　　　　　　　例

基盤整備促進事業　（農業生産基盤整備：土地改良施設保全）

名　　　称 延　長(m)

19号支線道路 189
20号支線道路 410
22号支線道路 57
24号支線道路 57
26号支線道路 124
27号支線道路 189
28号支線道路 100
29号支線道路 406
30号支線道路 220
31号支線道路 437
32号支線道路 211
33号支線道路 213
36号支線道路 400
39号支線道路 106
41号支線道路 102
42号支線道路 111

計 3,332



BP

N

由布市

旧 野津原町

大分県行政図

熊本県

宮崎県

福岡県

安岐町

国東町

国見町

姫島村

杵築市

日出町

竹田市

九重町

別府市

豊後高田市

宇佐市

大分市

臼杵市

佐伯市

豊後大野市

玖珠町

日田市

津久見市

武蔵町

塚原　地区

活性化計画

受　益　地

農      地

採草放牧地

凡　　　　　　例

事 業 量

大　分　道

県　　　道

市　　　道

塚原水路

A= 1,088 ha

A= 24 ha

A= 110.9 ha

A= 315.5 ha

L= 148 m

L= 2,070 m

EP

塚原水路 L=2,070.0m

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業(農業用用排水施設整備)

由布市　塚原地区　活性化計画図 　S=1：25,000

事業量　 L=148.0m



佐伯市大越地区

平成平成平成平成２２２２２２２２年度 新規採択希望 農山漁村活性化年度 新規採択希望 農山漁村活性化年度 新規採択希望 農山漁村活性化年度 新規採択希望 農山漁村活性化プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援交付金事業支援交付金事業支援交付金事業支援交付金事業

大越地区 計画一般図大越地区 計画一般図大越地区 計画一般図大越地区 計画一般図 SSSS====1111::::25252525,,,,000000000000

⑤辺田

⑥辺田の前

⑦辺田・奥河内

大越川
⑯中大越2

①上津留・下津留

活性化計画区域A=563ha

受益面積A=12.3ha

②中大越

④辺田・中大越

⑤辺田⑦辺田・奥河内

⑧柚の木原

⑨新開

⑩轟下の田

⑪轟屋根ﾉ下

⑫轟

⑬新開

⑭辺田

⑮中大越1

県道 赤木吹原佐伯線

③藤河内

①上津留・下津留

畑

凡　例

計画路 線(道水 路)

計 画 路 線 ( 鳥 獣 )

樹園地

受
益
地

田

活 性 化 計 画 区 域

県 道

市 町 村 道

農 道

農 業 用 用 排 水

L=1,443m

L=  113m

L=11,214m

計　　　画　　　概　　　要

鳥 獣 侵 入 防 止

10路線

1路線

5団地



計計計計　　　　画画画画　　　　概概概概　　　　要要要要　　　　図図図図

県 内 位 置 図県 内 位 置 図県 内 位 置 図県 内 位 置 図

標 準 断 面 図標 準 断 面 図標 準 断 面 図標 準 断 面 図

佐伯市大越地区

①上津留・下津留

②中大越

④辺田・中大越

⑤辺田

⑥辺田の前⑦辺田・奥河内

⑧柚の木原

⑮中大越1

⑯中大越2

2000

2500

農　　　　道

農業用用排水
(用水)

鳥獣侵入防止

大越川

⑨新開

③藤河内

⑪轟屋根ﾉ下

⑩轟下の田
⑫轟

⑬新開

⑭辺田

A=12.3ha

県道 赤木吹原佐伯線

1：
1.5

舗装(Con) t=120

2000

舗装(砂利) t=100

U-350

2500

7
5
0

H
=
1
.8

m

ＧＬ

2500ピッチ

①B=2.5m L=340m 農道

②B=2.5m L= 82m 　〃

③B=2.5m L= 82m 　〃

④U-350型 L=113m 用水路

⑤B=2.5m L= 33m 農道

⑥B=2.5m L= 48m 　〃

⑦B=2.5m L= 38m 　〃

⑧B=2.5m L= 70m 　〃

⑨B=2.5m L=465m 　〃

⑩B=2.5m L=156m 　〃

⑪B=2.5m L=129m 　〃

⑫H=1.8m L=2829m 鳥獣侵入防止

⑬H=1.8m L=1341m 　〃

⑭H=1.8m L=1817m 　〃

⑮H=1.8m L=1708m 　〃

⑯H=1.8m L=3520m 　〃

地　　区　　概　　要

市 町 村 道
受
益
地

田
畑

樹園地

凡　例

計 画 路 線 ( 道 水 路 )
計 画 路 線 ( 鳥 獣 )
県 道



杵築市

八幡森地区

八幡森地区　活性化計画図　S=1/10,000

基盤整備促進事業　（農業生産基盤整備：農業用用排水施設）

事業量

1式
22m

頭首工
水路工

名　　　称

活性化計画 A=28.0ha

受　 益 　地 A=11.5ha

計 画 箇 所

国　　   　道

主要地方道

凡　　　　　　　　例

受益面積　　１１．５ha
頭首工　１式
水路工　22m

八幡森地区　活性化計画図　S=1/10,000

基盤整備促進事業　（農業生産基盤整備：農業用用排水施設）

事業量

1式
22m

頭首工
水路工

名　　　称

活性化計画 A=28.0ha

受　 益 　地 A=11.5ha

計 画 箇 所

国　　   　道

主要地方道

凡　　　　　　　　例

受益面積　　１１．５ha
頭首工　１式
水路工　22m





平成平成平成平成23232323年度農山漁村活性化年度農山漁村活性化年度農山漁村活性化年度農山漁村活性化プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援交付金 野田地区活性化計画区域支援交付金 野田地区活性化計画区域支援交付金 野田地区活性化計画区域支援交付金 野田地区活性化計画区域
県内位置図

宇佐市
野田 地区

農業用用排水施設農業用用排水施設農業用用排水施設農業用用排水施設

取水施設 一式取水施設 一式取水施設 一式取水施設 一式

国 道

県 道

市 道

受 益 地

活性化計画区域

平成23年度施工箇所

平成24年度以降

凡      例凡      例凡      例凡      例

11.5ha

75.2ha



参考様式１

　　　　　　　　　　　　農山漁村活性化農山漁村活性化農山漁村活性化農山漁村活性化プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援交付金交付対象事業別概要支援交付金交付対象事業別概要支援交付金交付対象事業別概要支援交付金交付対象事業別概要

計　画　主　体　名 計　画　期　間

大分県
オオイタケン

杵築市
　キツキシ

大分県
オオイタケン

由布
　ユフシ

市

＜連絡先＞
ＦＡＸ番号 メールアドレス

　宇佐市 経済部　耕地課 0978-32-1111　（内線）412 0978-32-2331 kouti209@city.usa.oita.jp

大分県
オオイタケン

日田
　ヒタシ

市

　日田市 農業振興課 0973-22-8202   (直通) 0973-22-8246 nosei@city.hita.oita.jp

　大分県 農林水産部 農山漁村・担い手支援課 097-506-3589   (直通) 097-506-1759 a15130@pref.oita.lg.jp

nourin-suisan@city.kitsuki.lg.jp
担当課 電話番号
　杵築市 産業建設部 農林水産課 0978-62-3131   (内線) 142 0978-66-1033

大分県
オオイタケン

佐伯
　サイキシ

市

大分県
オオイタケン

（代表
ダイヒョウ

）

H21～H25

大分県
オオイタケン

宇佐
　ウサシ

市

nosei@city.yuhu.oita.jp
　佐伯市 農林水産部 耕地課 0972-22-3251   (直通) 0972-22-3477 inagaki@city.saiki.lg.jp

大分県由布市

　由布市 産業建設部 農政課 097-583-1111   (内線) 1342 097-583-1719



ⅠⅠⅠⅠ　　　　事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標

事業活用活性化計画目標の設定根拠

地区名(事業ﾒﾆｭｰ名) 目標面積
杵築市川北地区
(農業用用排水施設) 5.8ha

杵築市五田地区
(区画整理) 12.7ha

杵築市倉成地区
(農業用用排水施設) 10.9ha

杵築市八坂地区
(土地改良施設保全) 37.8ha

目標の設定根拠
　施設は、経年変化により既存排水路の雑石積が一部崩落、ハラミ等が発生し、脆弱化が進行しており、地域の農作物・公共施設等に湛水
被害を引き起こす恐れがある。そのため、農業用排水施設の改修を行い、受益面積5.8haの条件整備を行うことで、計画区域内農地面積
5.8haの機能確保ができる。

　現況の水田の区画は、狭小かつ不整形で農道幅員も狭く、用排水路については土水路で用排水路が分離されていないため、営農条件が
悪く、農作業時や維持管理に多大な労力を費やしてきた。本事業にて区画整理を行うことにより、農業用水の安定供給、維持管理費の低
減、生産性の向上が図られ、経営が安定することで、当該受益地12.7haの機能が確保されるため設定した。

事業活用活性化計画目標 　　　　　　　　　　　　　増　加　率　等　の  算　出増加率等

　　　９　定住等の促進に資する
　　　　　農業用用排水施設等の機能の確保

(103.5ha  )
166.1ha

　　 計画区域における農業用用排水施設等の機能の確保(ha)
　＝計画期間内に農業用用排水施設等の整備・保全により条件整備され
　　 機能が確保された農地の面積(ha)

　施設は設置から40年以上経過しており、老朽化等により、漏水が著しく、末端の受益に用水が供給できず営農に支障をきたしている。ま
た、取水管が狭小であるため、取水時にも時間がかかり、営農に支障を及ぼしている。そのため、農業用用水施設を改修し、条件整備を行う
ことで、計画区域内の農地10.9haの機能確保が図られるため設定した。

　農道は、砂利道で降雨や農耕用車輌通行などによる路面浸食が著しく、円滑な車輌通行に支障を来すのみならず、農業生産物（イチゴ、
大根、なす、白菜）の輸送時に荷傷みによる品質低下を起こすなど、営農の大きな障害になっている。そのため、農業用道路を舗装整備し、(土地改良施設保全) 37.8ha

由布市塚原地区
(農業用用排水施設) 24.0ha

佐伯市大越地区
(農業用用排水施設) 12.3ha
(農業用道路)
(創意工夫発揮事業)
杵築市八幡森地区
(農業用用排水施設) 11.5ha

日田市天神地区
(農業用用排水施設) 39.6ha

宇佐市野田地区
(農業用用排水施設) 11.5ha

(103.5ha)
166.1ha

※上段(　)は変更前

大根、なす、白菜）の輸送時に荷傷みによる品質低下を起こすなど、営農の大きな障害になっている。そのため、農業用道路を舗装整備し、
条件整備を行うことで、計画区域内の農地37.8haの機能確保ができるため設定した。

　本地区の幹線用水路は設置より約30年が経過し老朽化が進行しており、漏水等による慢性的な用水不足、維持管理費の増大等、営農に
支障を及ぼしている。本事業にて改修を実施することにより、農業用水の安定確保、施設補修費等の維持管理の軽減ができ、当該受益地
24.0haの機能確保が図られるため設定した。

　本地区の農道は幅員が狭小で農作物の輸送及び通作交通等の効率が悪く、通行に危険を伴う状況もあり、また、用水路は老朽化が著しく
漏水が頻繁におこるなど、維持管理に苦慮している。また近年、鳥獣による農作物被害が甚大で、農家の生産意欲低下から離農、耕作放棄
地の増大が憂慮すべき事態となっている。本事業により、農道の拡幅整備、用水路の改修、鳥獣侵入防止施設の設置を行い、営農条件を
改善することで受益地12.3haの機能確保が図られるため設定した。

計画地区計

　施設は設置から30年以上経過しており、施設の老朽化等により、漏水が著しい。また土砂吐が浅く狭小のため、洪水により土砂が流入した
際取水が困難になり用水が供給できず営農に支障をきたしている。そのため、農業用用水施設を改修し、条件整備を行うことで、維持管理
の軽減ができ計画区域内の農地11.5haの機能確保が図られるため設定した。

　近年、揚水ポンプの補修及び電気料等の維持管理費が増大し、農業経営に著しい負担・影響を与えている。本事業にて改修を実施するこ
とにより、農業用水の安定確保、施設維持管理費の低減が図られ、当該受益地39.6haの機能が確保されるため設定した。

本施設は明治時代に築造された農業用ため池の取水施設で、斜樋は石造木栓、底樋は松の木造であるが、経年変化により老朽化が著しく
取水機能が低下しており、農業用水の安定供給ができず慢性的な用水不足を引き起こしている上、施設補修費の増大等、維持管理にも苦
慮しているなど営農に支障をきたしている。本事業にて施設を改修することにより、農業用水の安定確保、維持管理負担の軽減ができ、当該
受益地11.5haの機能確保が図られるため設定した。



（交付対象事業別概要）

ⅡⅡⅡⅡ　　　　活性化計画活性化計画活性化計画活性化計画のののの目標及目標及目標及目標及びびびび事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標とととと交付対象事業交付対象事業交付対象事業交付対象事業のののの関連性関連性関連性関連性

1,595

37,40068,000

5.5/10

5.5/10

5.5/10

30,000 16,500 16,500

37,400

17,000 9,350 9,350由布市

杵築市

杵築市

杵築市 110,0005.5/10110,000200,000

佐伯市 5.5/101,5952,900

区画整理 五田地区

農道保全対策

農業用用排水
施設整備

農業用用排水
施設整備

H22～H25

塚原地区

八坂地区

倉成地区

H22～H24

H22～H23

H22～H24

H22～H23

区画整理

農業用用排水
施設整備

農道舗装整備
L=3,332m

用水路工
L=148m

農業用用排水施設

農業用用排水施設

土地改良施設保全

農業用用排水施設

事業内容

農業用用排水
施設整備

交付額算
定交付率

5.5/10

全体事業費
（千円）

区画整理
A=12.7ha

用水路工
L=1,078m

　用水路の改修を行うことで、農業用水の安定確保による農作物収量の向上・維持管理
費の軽減が図られ、農業経営の安定・意欲の向上及び地域農業の継続発展が図れ、農家
の定住が確保される。そのことにより活性化目標である定住人口の減少率の抑制が図れ
る。

　用水路の整備を行うことで、農業用水の安定確保、施設補修費等の維持管理の軽減がなさ
れ、農業経営の安定化が図られる。そのことにより、農家の定住が促進され、活性化目標である
定住人口の減少抑制につながる。

用水路工
L=113m

大越地区

地区名

10,000

交付金要望額
（千円）

5,500

　幹線用水路を改修することで、農業用水の安定確保や、施設補修費など維持管理の軽減が図
られる。そのことにより地域農業が活性化し定住が確保され、活性化目標である定住人口の増加
も図られる。

交付限度額
（千円）

5,500

活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標との関連性

　排水路の改修を行うことで、作物生産性向上・維持管理費の節減、湛水被害の防止が図られ、
農業経営が安定化され農家の定住が確保される。そのことにより活性化目標である定住人口の
減少率の抑制が図れる。

　区画整理を行い、農地の集団化を促進することで、作業効率及び農作物の生産性の向
上が図られ、農業経営が安定化され農家の定住が確保される。そのことにより活性化目
標である定住人口の減少率の抑制が図れる。

川北地区

　農道の舗装を行うことで、農耕用車輌の円滑な通行、農業生産物の品質の向上が図ら
れ、農業経営の安定・意欲の向上及び地域農業の継続発展が図れ、農家の定住が確保さ
れる。そのことにより活性化目標である定住人口の減少率の抑制が図れる。

事業メニュー名

農業用用排水施設

事業実
施主体

杵築市

事業規模等 実施期間

H21
農業用排水路

L=29.3m

(481,000) (264,550) (264,550)

577,400 317,570 317,570

※上段(　)は変更前

5,500農業用用排水施設 八幡森地区
農業用用排水

施設整備
頭首工1式

用水路工L=22m
H23 杵築市

宇佐市 13,400 7,370 5.5/10 7,370

日田市

5.5/10

　取水施設整備を行うことで、用水の安定確保や維持管理の軽減がなされ、農業経営の安定化
が図られる。そのことにより、農家の定住が促進され、活性化目標である定住人口の減少抑制に
つながる。

73,000 40,150 5.5/10 40,150
　用水施設の整備を行うことで、農業用水の安定確保、施設維持管理費の低減がなされ、農業
経営の安定化が図られる。そのことにより、農家の定住が促進され、活性化目標である定住人口
の減少抑制につながる。

5,500
　頭首工・用水路の改修を行うことで、農業用水の安定確保による農作物収量の向上・維持管理
費の軽減が図られ、農業経営の安定・意欲の向上及び地域農業の継続発展が図れ、農家の定
住が確保される。そのことにより活性化目標である定住人口の減少率の抑制が図れる。

10,000

農業用用排水施設 野田地区
農業用用排水

施設整備
取水施設1式 H23

農業用用排水施設 天神地区
農業用用排水

施設整備
用水路工
L=677m

H23～H24

50,27050,27091,400

H22～H24 33,9355.5/1033,93561,700佐伯市

佐伯市 5.5/10H22～H24

創意工夫発揮事業

農業用道路

大越地区

大越地区

鳥獣侵入防止
施設整備

農道整備

　用水路整備及び農道整備にあわせて鳥獣侵入防止施設の整備を行い鳥獣被害を防止するこ
とで、作物生産量の増加につながり、農家の生産意欲の増大、農業経営の安定化が図られる。
そのことにより、農家の定住が促進され、活性化目標である定住人口の減少抑制につながる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計

　農道の整備を行うことで、農業機械の導入や農作業の集中化により作物の生産性が向上でき
るとともに、維持管理費の節減ができ、農業経営の安定化が図られる。そのことにより、農家の定
住が促進され、活性化目標である定住人口の減少抑制につながる。

農道整備
L=1,443m

鳥獣侵入防止施設
L=11,214m



ⅣⅣⅣⅣ　　　　農山漁村活性化農山漁村活性化農山漁村活性化農山漁村活性化プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援交付金年度別事業実施計画支援交付金年度別事業実施計画支援交付金年度別事業実施計画支援交付金年度別事業実施計画

連携計画優
先枠関係

再生可能エ
ネルギー優
先枠関係

計画主体名 整理コード

目標番
号

事業内容及び
事　業　量

仕入れに
係 る

山村 過疎 特農 半島 離島 豪雪
急傾
斜地

沖縄 奄美
消費税相

当 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 ％ 円 円

事業別内容 内訳 (H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

(1) (1) (1) (杵築市) (川北) (1) (1) (1) (1) (1)
(農業用用排水施
設)

(7)
（農業用排水路
L=29.3m）

(H21) (杵築市) (10,000,000) (5,500,000) (5.5/10) (5,500,000) (10,000,000) (5,500,000) (0) (0) (0) (0) (0) (100.0) (0)

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 1 杵築市 川北 1 1 1 1 1
農業用用排水施
設

7
農業用排水路
L=29.3m

H21 杵築市 10,000,000 5,500,000 5.5/10 5,500,000 10,000,000 5,500,000 0 0 0 0 0 100.0 0

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

(1) (1) (2) (杵築市) (五田) (1) (1) (1) (5) (区画整理) (7)
(区画整理
A=12.7ha)

(H22～H25) (杵築市) (200,000,000) (110,000,000) (5.5/10) (110,000,000) (42,000,000) (23,100,000)
(区画整理
A=5.1ha)

(67,000,000) (36,850,000) (10,050,000) (8,040,000) (12,060,000) (54.5) (36,850,000) 該当なし

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 2 杵築市 五田 1 1 1 5 区画整理 7
区画整理
A=12.7ha

H22～H25 杵築市 200,000,000 110,000,000 5.5/10 110,000,000 42,000,000 23,100,000 区画整理
A=7.2ha

67,000,000 36,850,000 10,050,000 8,040,000 12,060,000 54.5 36,850,000 該当なし

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

(1) (1) (3) (杵築市) (倉成) (1) (1) (1)
(農業用用排水施
設)

(7)
(用水路工
L=1,078m)

(H22～H23) (杵築市) (30,000,000) (16,500,000) (5.5/10) (16,500,000) (25,620,000) (14,091,000)
(用水路工
L=278m)

(4,380,000) (2,409,000) (657,000) (459,000) (855,000) (100.0) (2,409,000) 該当なし

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 3 杵築市 倉成 1 1 1
農業用用排水施
設

7
用水路工
L=1,078m

H22～H23 杵築市 30,000,000 16,500,000 5.5/10 16,500,000 25,620,000 14,091,000 用水路工
L=128m

4,380,000 2,409,000 657,000 459,000 855,000 100.0 2,409,000 該当なし

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

(1) (1) (4) (杵築市) (八坂) (1) (1) (9)
(土地改良施設保
全)

(8)
(農道舗装整備
L=3,332m)

(H22～H24) (杵築市) (68,000,000) (37,400,000) (5.5/10) (37,400,000) (2,100,000) (1,155,000)
(農道舗装整備
L=2,406m)

(44,700,000) (24,585,000) (4,470,000) (15,645,000) (0) (68.8) (24,585,000) 該当なし

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 4 杵築市 八坂 1 1 9
土地改良施設保
全

8
農道舗装整備
L=3,332m

H22～H24 杵築市 68,000,000 37,400,000 5.5/10 37,400,000 2,100,000 1,155,000 農道舗装整備
L=2,339m

44,700,000 24,585,000 4,470,000 15,645,000 0 68.8 24,585,000 該当なし

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

(1) (1) (5) (由布市) (塚原) (1) (1)
(農業用用排水施
設)

(7)
(用水路工
L=148m)

(H22～H23) (由布市) (17,000,000) (9,350,000) (5.5/10) (9,350,000) (3,280,000) (1,804,000)
(用水路工
L=148m)

(13,720,000) (7,546,000) (2,058,000) (4,116,000) 0 (100.0) (7,546,000) 該当なし

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 5 由布市 塚原 1 1
農業用用排水施
設

7
用水路工
L=148m

H22～H23 由布市 17,000,000 9,350,000 5.5/10 9,350,000 3,280,000 1,804,000 用水路工
L=148m

13,720,000 7,546,000 2,058,000 4,116,000 0 100.0 7,546,000 該当なし

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

(1) (1) (6) (佐伯市) (大越) (1) (1) (1)
（農業用用排水施
設)

(7)
(用水路工
L=113m)

(H22～H24) (佐伯市) (2,900,000) (1,595,000) (5.5/10) (1,595,000) (0) (0)
(用水路工
1式)

(600,000) (330,000) (90,000) (135,000) (45,000) (20.7) (330,000) 該当なし

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 6 佐伯市 大越 1 1 1
農業用用排水施
設

7
用水路工
L=113m

H22～H24 佐伯市 2,900,000 1,595,000 5.5/10 1,595,000 0 0 用水路工
1式

600,000 330,000 90,000 135,000 45,000 20.7 330,000 該当なし

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

(1) (1) (7) (佐伯市) (大越) (1) (1) (2) (農業用道路) (7)
(農道整備
L=1,443m)

(H22～H24) (佐伯市) (91,400,000) (50,270,000) (5.5/10) (50,270,000) (5,370,000) (2,953,000)
(農道整備
L=164m)

(47,620,000) (26,191,000) (7,143,000) (14,286,000) 0 (58.0) (26,191,000) 該当なし

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 7 佐伯市 大越 1 1 2 農業用道路 7
農道整備
L=1,443m

H22～H24 佐伯市 91,400,000 50,270,000 5.5/10 50,270,000 4,738,000 2,606,000 農道整備
L=164m

47,620,000 26,191,000 7,143,000 14,286,000 0 57.3 26,191,000 該当なし

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

(1) (1) (7) (佐伯市) (大越) (1) (1) (80)
(創意工夫発揮事
業)

(7)
(鳥獣侵入防止施設
L=11,214m)

(H22～H24) (佐伯市) (61,700,000) (33,935,000) (5.5/10) (33,935,000) (2,130,000) (1,172,000)
(鳥獣侵入防止施設
L=6,004m)

(32,260,000) (17,743,000) (4,839,000) (8,065,000) (1,613,000) (55.7) (17,743,000) 該当なし

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 8 佐伯市 大越 1 1 80
創意工夫発揮事
業

7
鳥獣侵入防止施設
L=11,214m

H22～H24 佐伯市 61,700,000 33,935,000 5.5/10 33,935,000 2,762,000 1,519,000 鳥獣侵入防止施設
L=5,654m

32,260,000 17,743,000 4,839,000 8,065,000 1,613,000 56.8 17,743,000 該当なし

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 9 杵築市 八幡森 1 1 1
農業用用排水施
設

7
頭首工1式
用水路工L=22m

H23 杵築市 10,000,000 5,500,000 5.5/10 5,500,000 0 0 頭首工1式
用水路工L=22m

10,000,000 5,500,000 1,500,000 1,050,000 1,950,000 100.0 5,500,000 該当なし

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 10 日田市 天神 1 1
農業用用排水施
設

7
用水路工
L=677m

H23～H24 日田市 73,000,000 40,150,000 5.5/10 40,150,000 0 0 用水路工
一式

27,300,000 15,015,000 4,095,000 8,190,000 0 37.4 15,015,000 該当なし

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 11 宇佐市 野田 1 1
農業用用排水施
設

7
取水施設
一式

H23 宇佐市 13,400,000 7,370,000 5.5/10 7,370,000 0 0 取水施設
一式

13,400,000 7,370,000 2,010,000 1,340,000 2,680,000 100.0 7,370,000 該当なし

12 0 0 0 0 #DIV/0! 0

999 (H25) (H22～H25) (481,000,000) (264,550,000) (264,550,000) (90,500,000) (49,775,000) (210,280,000) (115,654,000) (29,307,000) (50,746,000) (14,573,000) (62.5) (115,654,000) (該当なし)

合計（Ｆ） 999 H25 H22～H25 577,400,000 317,570,000 317,570,000 90,500,000 49,775,000 260,980,000 143,539,000 36,912,000 61,326,000 19,203,000 61.3 143,539,000 該当なし

事業活用活性化計画目標等 (H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

(1) 1001 (9)
(103.5h
a)

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1001 9 166.1ha

1002
1003

①事業費計（＝（Ｆ）） (H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

1 2001 (481,000,000) (264,550,000) (264,550,000) (90,500,000) (49,775,000) (210,280,000) (115,654,000) (29,307,000) (50,746,000) (14,573,000) (115,654,000) (該当なし)

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 2001 577,400,000 317,570,000 317,570,000 90,500,000 49,775,000 260,980,000 143,539,000 36,912,000 61,326,000 19,203,000 143,539,000 該当なし

②ハード事業 (H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

(481,000,000) (264,550,000) (264,550,000) (90,500,000) (49,775,000) (210,280,000) (115,654,000) (29,307,000) (50,746,000) (14,573,000) (115,654,000) (該当なし)

H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 2002 577,400,000 317,570,000 317,570,000 90,500,000 49,775,000 260,980,000 143,539,000 36,912,000 61,326,000 19,203,000 143,539,000 該当なし

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

(61,700,000) (33,935,000) (33,935,000) (2,130,000) (1,172,000) (32,260,000) (17,743,000) (4,839,000) (8,065,000) (1,613,000) (17,743,000) (該当なし)

創意工夫発揮事業 H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 2003 61,700,000 33,935,000 33,935,000 2,762,000 1,519,000 32,260,000 17,743,000 4,839,000 8,065,000 1,613,000 17,743,000 該当なし

附帯事業 1 2004
③ソフト事業 2 2005

創意工夫発揮事業 2 2006

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

1 2007 (4,898,000) (2,449,000) (2,449,000) (932,000) (466,000) (2,134,000) (1,067,000) (1,067,000) (1,067,000) 該当なし

④市町村等附帯事務費 H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 2007 5,876,000 2,938,000 2,938,000 932,000 466,000 2,650,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 該当なし

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

1 2008 (5,134,000) (2,567,000) (2,567,000) (966,000) (483,000) (2,278,000) (1,139,000) (1,139,000) (1,139,000) (該当なし)

⑤都道府県附帯事務費 H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 2008 6,172,000 3,086,000 3,086,000 966,000 483,000 2,822,000 1,411,000 1,411,000 1,411,000 該当なし

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

2009 (491,032,000) (269,566,000) (269,566,000) (92,398,000) (50,724,000) (214,692,000) (117,860,000) (30,446,000) (51,813,000) (14,573,000) (117,860,000) (該当なし)

総合計（①＋④＋⑤） H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 2009 589,448,000 323,594,000 323,594,000 92,398,000 50,724,000 266,452,000 146,275,000 38,323,000 62,651,000 19,203,000 146,275,000 該当なし

(H21) （大分県） (440001)

(杵築市
由布市
佐伯市
大分県）

(442101
442135
442054
440001)

1 2010 (491,032,000) (269,566,000) (269,566,000) (92,398,000) (50,724,000) (214,692,000) (117,860,000) (30,446,000) (51,813,000) 14,573,000 (117,860,000) (該当なし)

 　うちハード事業（②＋④＋⑤） H21 大分県 440001

杵築市
由布市
佐伯市
日田市
宇佐市
大分県

442101
442135
442054
442046
442119
440001

1 1 2010 589,448,000 323,594,000 323,594,000 92,398,000 50,724,000 266,452,000 146,275,000 38,323,000 62,651,000 19,203,000 146,275,000 該当なし

 　うちソフト事業（③） 2 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共同共同共同共同でででで計画作成計画作成計画作成計画作成をををを行行行行うううう場合場合場合場合のののの内訳内訳内訳内訳

事業費（ハード） 1
市附帯事務費 1
県附帯事務費 1
地区計 2

耕作放棄地の
解消に向けた
取組の有無

ポ イ ン ト
※「合計(F)」欄

に 記 入

本 年 度
末 進 捗

率
Ｅ

単 年 度 交付
限 度 額

Ｃ × Ｅ － Ｄ
（千円未満は
切 り 捨 て ）

前　年　度　ま　で

市 町 村 費 そ の 他

本　年　度

事 業 費事 業 費

計画
の提
出年
度 交 付

金 額
（千円未満は
切 り 捨 て ）

都 道 府 県 費
ポ イ ン ト

※「合計(F)」欄
に 記 入

地域再生計画と
の関連

実 施 期 間

総合化事業計
画との関連

交 付 金 額
Ｄ

交付額算定
交 付 率

Ｂ

事 業 内 容 及 び
事 業 量

関連する事
業は１を記

載

事 業 実 施
主 体

交 付 金 額
(千円未満は
切 り 捨 て ）

事 業 メ ニ ュ ー 名
要 件 類 別
番 号

事業活用活性化
計画目標

地域指定状況
ハード事
業、ソフ
ト事業の
別
ハード：
１
ソフト：２

計画
番号

計画期間
最終年度

関連する事
業は１を記

載

全　　体　　計　　画

交 付 限 度 額
Ｃ ＝ Ａ × Ｂ
(千円未満は
切 り 捨 て ）

全 体 事 業 費
Ａ

事 業 メ
ニ ュ ー
番 号

新
規・
変更
の別
新
規：１
変
更：２

都道府
県名

増減率
等

ポ イ ン ト
※「合計(F)」欄

に 記 入

都道府
県コード
（地方公
共団体
コード番
号（総務

省））
ポ イ ン ト

※「合計(F)」欄
に 記 入

計画主
体コード
（地方公
共団体
コード番
号（総務

省））

市 町 村 名 地区名

輸出促進条件
整備事業



事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

(10,000,000) (5,500,000) (0) (0)

10,000,000 5,500,000 0 0

(109,000,000) (59,950,000) (91,000,000) (50,050,000) (46,000,000) (25,300,000) (45,000,000) (24,750,000)

109,000,000 59,950,000 91,000,000 50,050,000 46,000,000 25,300,000 45,000,000 24,750,000

(30,000,000) (16,500,000) (0) (0)

30,000,000 16,500,000 0 0

(46,800,000) (25,740,000) (21,200,000) (11,660,000) (21,200,000) (11,660,000)

46,800,000 25,740,000 21,200,000 11,660,000 21,200,000 11,660,000

(17,000,000) (9,350,000) (0) (0)

17,000,000 9,350,000 0 0

(600,000) (330,000) (2,300,000) (1,265,000) (2,300,000) (1,265,000)

600,000 330,000 2,300,000 1,265,000 2,300,000 1,265,000

(52,990,000) (29,144,000) (38,410,000) (21,126,000) (38,410,000) (21,126,000)

52,358,000 28,797,000 39,042,000 21,473,000 39,042,000 21,473,000

(34,390,000) (18,915,000) (27,310,000) (15,020,000) (27,310,000) (15,020,000)

35,022,000 19,262,000 26,678,000 14,673,000 26,678,000 14,673,000

(-) (-) (-) (-)

10,000,000 5,500,000 0 0

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

27,300,000 15,015,000 45,700,000 25,135,000 45,700,000 25,135,000

(-) (-) (-) (-)

13,400,000 7,370,000 0 0

0 0 0 0

(300,780,000) (165,429,000) (180,220,000) (99,121,000) (135,220,000) (74,371,000) (45,000,000) (24,750,000) (0) (0) (0) (0)

351,480,000 193,314,000 225,920,000 124,256,000 180,920,000 99,506,000 45,000,000 24,750,000 0 0 0 0

(300,780,000) (165,429,000) (180,220,000) (99,121,000) (135,220,000) (74,371,000) (45,000,000) (24,750,000) 0 0 0 0

351,480,000 193,314,000 225,920,000 124,256,000 180,920,000 99,506,000 45,000,000 24,750,000 0 0 0 0

(300,780,000) (165,429,000) (180,220,000) (99,121,000) (135,220,000) (74,371,000) (45,000,000) (24,750,000)

351,480,000 193,314,000 225,920,000 124,256,000 180,920,000 99,506,000 45,000,000 24,750,000 0 0 0 0

(34,390,000) (18,915,000) (27,310,000) (15,020,000) (27,310,000) (15,020,000)

35,022,000 19,262,000 26,678,000 14,673,000 26,678,000 14,673,000

(3,066,000) (1,533,000) (1,832,000) (916,000) (1,372,000) (686,000) (460,000) (230,000)

3,582,000 1,791,000 2,294,000 1,147,000 1,834,000 917,000 460,000 230,000 0 0

(3,244,000) (1,622,000) (1,890,000) (945,000) (1,406,000) (703,000) (484,000) (242,000)

3,788,000 1,894,000 2,384,000 1,192,000 1,900,000 950,000 484,000 242,000 0 0

(307,090,000) (168,584,000) (183,942,000) (100,982,000) (137,998,000) (75,760,000) (45,944,000) (25,222,000)

358,850,000 196,999,000 230,598,000 126,595,000 184,654,000 101,373,000 45,944,000 25,222,000 0 0 0 0

(307,090,000) (168,584,000) (183,942,000) (100,982,000) (137,998,000) (75,760,000) (45,944,000) (25,222,000)

358,850,000 196,999,000 230,598,000 126,595,000 184,654,000 101,373,000 45,944,000 25,222,000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本年度までの累計 翌年度以降（予定）

交 付 金 額

翌 年 度 以 降

交 付 金 額 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度

備 考

事 業 費
事 業 費



（参考様式２）　　　　　　　　　　　　　　　　　事前点検シート

１　計画全体について

チェック欄

【川北】

【五田】

【倉成】

【八坂】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

○

○
市町村振興計画、農業振興地域整備計画、土地改良事業計画、森
林・林業基本計画、特定漁港漁場整備事業計画その他各種関連制
度・施策との連携、配慮、調和等が図られているか

老朽化している農業用用排水施設の改修を行い、作物生産向上・維持管理費の節減などの条件を改善し農業経営の安定化を目指すことで、農家の定住を促進
し、区域内の定住人口の減少率の抑制を図るため、農地の機能確保を行うものであり、法律及び基本方針と適合している。

本計画における目標は、農林業が重要な位置を占める地域の定住の促進等につながるもので、同法、基本方針に内容は適合している。

活性化計画及び事業活用活性化計画は、杵築市過疎地域自立促進計画、第１次杵築市総合計画、杵築市農業振興地域整備計画、おおいた農山漁村活性化
戦略２００５における施策との調和が図られている。

第５次日田市総合計画、日田市農村振興基本計画における施策との調和が図られている。

活性化計画及び事業活用活性化計画は、宇佐市過疎地域自立促進計画、第１次宇佐市総合計画、宇佐市農業振興地域整備計画、おおいた農山漁村活性化
戦略２００５における施策との調和が図られている。

活性化計画及び事業活用活性化計画は、杵築市過疎地域自立促進計画、第１次杵築市総合計画、杵築市農業振興地域整備計画、おおいた農山漁村活性化
戦略２００５における施策との調和が図られている。

判　断　根　拠

           ５７７，４００千円 （３１７，５７０千円　）

目標及び事業活用活性化計画目標が、農山漁村の活性化のための
定住等及び地域間交流の促進に関する法律及び同法に基づき国が
策定する基本方針と適合しているか

○

未整備水田の区画整理を行い、農地の集団化を図ることで営農条件を改善し、農業経営の安定化を目指すことで、農家の定住を促進し、区域内の農家人口の
減少率の抑制を図るため、農地の機能確保を行うものであり、法律及び基本方針と適合している。

老朽化している農業用用排水施設の改修を行い、作物生産向上・維持管理費の節減などの条件を改善し農業経営の安定化を目指すことで、農家の定住を促進
し、区域内の定住人口の減少率の抑制を図るため、農地の機能確保を行うものであり、法律及び基本方針と適合している。

農業用道路の舗装を行い、農耕用車輌の円滑な通行、農業生産物の品質向上などの条件を改善し農業経営の安定化を目指すことで、農家の定住を促進し、
区域内の農家定住人口の減少率の抑制を図るものであり、法律及び基本方針と適合している。

農林業が重要な位置を占める地域の定住等促進に繋がるものであり、同法及び基本方針と適合する。

老朽化している農業用用排水施設の改修を行い、作物生産向上・維持管理費の節減などの条件を改善し農業経営の安定化を目指すことで、農家の定住を促進
し、区域内の定住人口の減少率の抑制を図るため、農地の機能確保を行うものであり、法律及び基本方針と適合している。

農業用用排水施設の改修を行い、作物生産性向上、維持管理費の節減などの条件を改善し、農業経営の安定化を目指すことで、農家の定住を促進し、区域内
の農家人口の減少率の抑制を図るため、農地の機能確保を行うものであり、法律及び基本方針と適合している。

佐伯市農村振興基本計画の「生産基盤整備の推進」を踏まえて計画を策定している。また、土地改良事業計画の事業内容との整合も図られている。

第一次由布市総合計画(平成19年3月策定）、元気になる由布市農業農村計画(平成20年3月策定）、おおいた農山漁村活性化戦略２００５及び農業農村整備事
業管理計画における施策との調和が図られている。

活性化計画及び交付対象事業別概要は関係農林漁業者をはじめとし
た地域住民等の合意形成を基礎としたものになっているか

関係受益者及び地域住民に、整備計画について説明を行い、地域の活性化にとって必要不可欠な整備であるとの合意のもと計画している。

計画主体名
　大分県杵築市、由布市、佐伯市、日田市、宇佐市
　大分県

計画期間
実施期間

H21～H25
H21～H25

総事業費（交付金）

項　　　　目

老朽化している農業用用排水施設の改修を行い、作物生産向上・維持管理費の節減、湛水被害の防止などの条件を改善し農業経営の安定化を目指すことで、
農家の定住を促進し、区域内の定住人口の減少率の抑制を図るため、農地の機能確保を行うものであり、法律及び基本方針と適合している。

【川北】、【五田】、【倉成】、【八坂】



【川北】

【五田】

【倉成】

【八坂】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

【川北】

【五田】

【倉成】

【八坂】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

【川北】

【五田】

【倉成】

【八坂】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

【川北】

【五田】

【倉成】

【八坂】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

計画期間は、目標達成を考慮して３年間とし、事業の実施期間は事業計画により２年間を予定している。

計画期間は、目標達成を考慮して３年間とし、事業の実施期間は事業計画により１年間を予定している。

計画期間・実施期間は適切か ○

交付要望額については、交付限度額（10,000千円×55%=5,500千円)の範囲内である。

交付要望額については、交付限度額（73,000千円×55%=40,150千円)の範囲内である。

交付金要望額は交付限度額（事業費×交付額算定交付率）の範囲内
か

○

交付要望額については、交付限度額（30,000千円×55%＝16,500千円）の範囲内である。

交付要望額については、交付限度額（68,000千円×55%＝37,400千円）の範囲内である。

農業用用排水施設の改修により、生産性の向上、維持管理費節減が図られ、受益農地の機能が確保される。そのことにより農家経営が安定し、農家の定住が
確保されることで、目標である定住人口の減少率の抑制が図られる。

農業用用排水施設の改修により、生産性の向上、維持管理費節減が図られ、受益農地の機能が確保される。そのことにより農家経営が安定し、農家の定住が
確保されることで、目標である定住人口の減少率の抑制が図られる。

農業用用排水施設の改修により、生産性の向上、維持管理費節減が図られ、受益農地の機能が確保される。そのことにより農家経営が安定し、農家の定住が
確保されることで、目標である定住人口の減少率の抑制が図られる。

目標及び事業活用活性化計画目標と事業内容の整合性が確保され
ているか

○

計画期間は、目標達成を考慮して３年間とし、事業の実施期間は事業計画により１年間を予定している。

計画期間は、目標達成を考慮して４年間とし、事業の実施期間は事業計画により４年間を予定している。

計画期間は、目標達成を考慮して４年間とし、事業の実施期間は事業計画により２年間を予定している。

計画期間は、目標達成を考慮して４年間とし、事業の実施期間は事業計画により２年間を予定している。

計画期間は、目標達成を考慮して４年間とし、事業の実施期間は事業計画により２年間を予定している。

佐伯市農林水産部耕地課により事業実施を図り、受益組織である大越地区棚田を守る協議会を窓口として、県、市、受益者が定期的に委員会を開催し、情報
共有、協議をはかっており、事業の推進体制が確立されている。

事業主体の杵築市役所農林水産課により事業実施を図るほか、地元水利組合と杵築市農林水産課職員で定期的に会合を行い、情報共有、協議を行っており、
事業の推進体制が確立されている。

事業主体の日田市役所農業振興課により事業実施を図るほか、地元管理組合と日田市農業振興課職員で必要に応じて会合を行い、情報共有、協議を行って
おり、事業の推進体制が確立されている。

事業主体の宇佐市役所耕地課により事業実施を図るほか、地元管理組合と宇佐市耕地課職員で情報共有、協議を行っており、事業の推進体制が確立されて
いる。

事業の推進体制は確立されているか ○

関係者の代表である換地委員会を組織し、杵築市農林水産課職員と定期的に委員会を開催し、情報共有、協議を行っており、事業の推進体制が確立されてい
る。

事業主体の杵築市役所農林水産課により事業実施を図るほか、地元管理組合と杵築市農林水産課職員で定期的に会合を行い、情報共有、協議を行っており、
事業の推進体制が確立されている。

事業主体の杵築市役所農林水産課により事業実施を図るほか、地元集落の関係地権者と杵築市農林水産課職員で定期的に会合を行い、情報共有、協議を
行っており、事業の推進体制が確立されている。

塚原地区の前田井路水利組合を中心とした地元事業推進協議会の代表者と由布市産業建設部農政課及び湯布院振興局地域振興課の担当者により検討会・
事業推進会議を開催しており事業における推進体制が整っている。

計画期間は、目標達成を考慮して４年間とし、事業の実施期間は事業計画により３年間を予定している。

未整備水田の区画整理を行うことで、農作物の生産性や農地の集団化による作業効率の向上が図られ、農業経営が安定し農家の定住が確保される。そのこと
により活性化目標である農家戸数の減少率の抑制が図られる。

農業用用排水施設の改修により、生産性の向上、維持管理費節減が図られ、受益農地の機能が確保される。そのことにより農家経営が安定し、農家の定住が
確保されることで、目標である定住人口の減少率の抑制が図られる。

農業用道路の舗装を行うことにより、農耕用車輌の円滑な通行、農業生産物の品質向上が図られ、受益農地の機能が確保される。そのことにより農家経営が
安定し、農家の定住が確保されることで、目標である定住人口の減少率の抑制が図られる。

農業用水の安定確保、施設補修費等の維持管理の軽減ができ、地域農業の経営の安定・意欲の向上及び農業の持続発展が図られる意味において、事業活用
活性化目標の設定における各項目と適合する。

農道、用水路、鳥獣侵入防止施設の整備を行うことで、区域の機能確保が図られるほか、維持管理費の節減、作物生産の向上がなされ農業経営の安定化が
図られ、農家の定住が確保され、活性化目標の地域人口の減少率抑制がはかられる。

交付要望額については、交付限度額（17,000千円×55%＝9,350千円)の範囲内である

交付要望額については、交付限度額（156,000千円×55%=85,800千円)の範囲内である。

交付要望額については、交付限度額（13,400千円×55%=7,370千円)の範囲内である。

事業主体の杵築市役所産業建設部農林水産課により事業実施を図るほか、大分県農林水産部農山漁村・担い手支援課及び農村基盤整備課、大分県東部振
興局日出水利耕地事務所等の関係機関と連携を取り、事業を推進するための体制を整えている。

計画期間は、目標達成を考慮して３年間とし、事業の実施期間は事業計画により１年間を予定している。

交付要望額については、交付限度額（10,000千円×55%＝5,500千円）の範囲内である。

交付要望額については、交付限度額（200,000千円×55%＝110,000千円）の範囲内である。

経年変化による排水路の改修を行うことで、作物生産向上・維持管理費の節減、湛水被害の防止が図られ、農業経営が安定化され農家の定住が確保される。
そのことにより活性化目標である定住人口の減少率の抑制が図れる。



２　個別事業について

チェック欄

【川北】

【五田】

【倉成】

【八坂】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

－

【川北】

【五田】

【倉成】

【八坂】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

○

【川北】

【五田】

【倉成】

【八坂】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

【川北】

【五田】

【倉成】

【八坂】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

実施要綱・要領に定める要件を満たしている。工種　区画整理　　事業主体　杵築市

事業内容は農業用用排水施設であり、事業主体は杵築市であり、実施要綱・要領に定める要件を満たしている。

事業内容は土地改良施設保全であり、事業主体は杵築市であり、実施要綱・要領に定める要件を満たしている。

事業内容は農業用用排水施設であり、事業実施主体は由布市である。実施要綱・要領に定める要件を満たしている。

実施要綱等に定める要件を満たしている。工種　農道整備、農業用用排水施設、鳥獣侵入防止施設　　事業主体　佐伯市

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となっ
ているか

○

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

○

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本
交付金に切り替えて交付対象とするものでないか ○

平成22年度新規地区であり、他の事業から切り替えて交付対象とする事業ではない。

平成22年度新規地区であり、他の事業から切り替えて交付対象とする事業ではない。

交付対象である農業用用排水施設（コンクリート二次製品水路）の耐用年数は４０年である。

事業で整備する斜樋工の耐用年数は40年、底樋工の耐用年数は50年、水路工の耐用年数は30年である。

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以
上のものであるか

○

判　断　根　拠

平成21年度新規地区であり、他の事業から切り替えて交付対象とする事業ではない。

費用対効果　１．１２

平成23年度新規地区であり、他の事業から切り替えて交付対象とする事業ではない。

平成23年度新規地区であり、他の事業から切り替えて交付対象とする事業ではない。

平成23年度新規地区であり、他の事業から切り替えて交付対象とする事業ではない。

費用対効果　１．０７

費用対効果　１．０６

費用対効果　１．２８

事業は区画整理であり、整備する用排水施設の耐用年数は３０年、農業用道路の耐用年数は１５年となっている。

交付対象である農業用用排水施設（コンクリート二次製品水路）の耐用年数は３０年である。

本事業により整備する農道については、耐用年数は１０年である。

交付対象である農業用用水施設（三面水路・ボックスカルバ－ト）の耐用年数は４０年である。

事業で整備する用排水施設の耐用年数は３０年、農業用道路の耐用年数は１５年、鳥獣侵入防止施設については１５年となっている。

交付対象である農業用用水施設（BF-250・頭首工）の耐用年数は４０年・５０年である。

費用対効果　１．１２

事業内容は農業用用排水施設であり、事業主体は杵築市であり、実施要綱・要領に定める要件を満たしている。

事業内容は農業用用排水施設であり、事業主体は日田市であり、実施要綱・要領に定める要件を満たしている。

事業内容は農業用用排水施設であり、事業主体は宇佐市であり、実施要綱・要領に定める要件を満たしている。

費用対効果　１．４５

費用対効果　１．０５

本事業により整備する水路については、コンクリートブロックであり耐用年数は４０年である。

平成22年度新規地区であり、他の事業から切り替えて交付対象とする事業ではない。

平成22年度新規地区であり、他の事業から切り替えて交付対象とする事業ではない。

平成22年度新規地区であり、他の事業から切り替えて交付対象とする事業ではない。

項　　　　目

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準
を満たしているか

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金における費用対効果分析の実施につい
て（平成19年８月１日付け19企第106号農林水産省大臣官
房長通知）により適切に行われているか）

「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金における費用対効果分析の実施について」による費用対効果の分析を実施しており方法は適切である。

費用対効果　１．１０

事業内容は農業用用排水施設であり、事業主体は杵築市であり、実施要綱・要領に定める要件を満たしている。

費用対効果　１．２７
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○
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○

【塚原】
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－

－

施設規模については、土地改良事業標準設計等により検討を行い、設置場所については、既存施設での整備を行う。

施設規模については、土地改良事業標準設計等により検討を行い、設置場所については、関係機関との協議を経て路線決定を行った。

施設規模については、土地改良事業標準設計等により検討を行い、設置場所については、既存施設での整備を行う。

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有
機的な連携等、当該施設等の利用環境等について検討さ
れているか

○

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討してい
るか

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか ○

市が事業主体であり、維持管理も地元水利組合が行うため、個人に対する交付ではない。また、用水路であるため目的外使用のおそれもない。

市が事業主体であり、土地改良施設保全であることから、個人に対する交付、目的外使用のおそれはない。

個人のものに対する補助ではない。また、農業用用排水路であり目的外の使用のおそれはない。

過大な積算としていないか

附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用
性の高いものを交付対象としていないか）

備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

建設・整備コストの低減に努めているか ○

施設等の利活用の見通し等は適正か

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

杵築市が事業主体であり、区画整理であることから、個人に対する交付、目的外使用の恐れはない。

事業実施主体は佐伯市であり、受益者数が８０名の施設整備であることから個人に対する交付、目的外使用の恐れはない。

市が事業主体であり、維持管理も日田市土地改良区が行うため、個人に対する交付ではない。また、用水路であるため目的外使用のおそれもない。

市が事業主体であり、維持管理も地元水利組合が行うため、個人に対する交付ではない。また、農業用用排水施設であるため目的外使用のおそれもない。

土地改良事業計画設計基準に基づき、最も効率的かつ最小限の施設配置を計画し、農林水産省土地改良工事積算基準に基づき適正に積算している。

【川北】、【五田】、【倉成】、【八坂】、【大越】

再生材を使用するなど、コスト縮減に努めている。

一般的な現場打ち三面張水路での施工から、プレキャスト製品水路〔三面水路(軽量タイプ）〕を導入した。また、建設残土についても隣接の工事現場への捨て土
としたこと等により建設コストを削減した。

再生材を使用するなど、コスト縮減に努めている。

再生材を使用するなど、コスト縮減に努めている。

再生材を使用するなど、コスト縮減に努めている。

関係利用受益者の調査、営農状況の把握をおこない、基準により適切な検討を行っている。

施設規模については、排水指針等により検討を行い、設置場所については、既存施設用地を利用する。

事業費積算等は適正か

区画整理であるため、関係受益者の利用状況や営農状況を踏まえた規模、場所の検討を行った計画としている。

施設規模については、土地改良事業標準設計等により検討を行い、設置場所については、既存施設での整備を行う。

施設規模については、土地改良事業計画設計基準等により検討を行い、設置場所については、既存施設での整備を行う。

既存施設の改修のため、施設規模や設置場所は現施設の規模、場所が適切であると検討済みである。

関係受益者の利用状況や営農状況を踏まえた規模、場所の検討を行った計画としている。

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り
込み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏
まえているか

市が事業主体であり、維持管理も地元水利組合が行うため、個人に対する交付ではない。また、排水路であるため目的外使用のおそれもない。

市が事業主体であり、維持管理も地元水利組合が行うため、個人に対する交付ではない。また、用水路であるため目的外使用のおそれもない。
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【川北】

【五田】

【倉成】

【八坂】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

－

－

－

【川北】

【五田】

【倉成】

【八坂】

【塚原】

【大越】

【八幡森】

【天神】

【野田】

○

事業区域内において地権者等の合意形成が出来ており、施設用地については確保されている。

現況施設の改修であり問題ない。

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか ○

補助残における負担分については、3月議会において予算計上しており、議決済みである。

補助残における負担分については、3月議会において予算計上しており、議決済みである。

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十
分検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか ○

現況施設の整備であり適正である。

関係者協議により路線決定を行っており、適正である。

現況施設の整備であり適正である。

整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

○

現況施設の改修であり問題ない。

施設整備にあたり、一部、用地を買収予定であるが、関係者は受益者であり、事業同意、事前了解も得られている。

現況施設の整備であり適正である。

現況施設の改修であり問題なし。

受益地が限定されており、現況施設の整備であることから問題ない。

事業区域内において地権者等の合意形成が出来ており、施設用地については確保されている。

補助残における負担分については、来年度予算に計上しており、資金調達計画を策定し対応する。

現況施設の改修であり問題ない。

現況施設の改修であり問題ない。

現況施設の改修であり問題なし。

補助残における負担分については、3月議会において予算計上しており、議決済みである。

補助残における負担分については、3月議会において予算計上しており、議決済みである。

補助残における負担分については、3月議会において予算計上しており、議決予定である。

地権者の合意は取れて用地の確保ができている。

補助残における負担分については、3月議会において予算計上しており、議決済みである。

事業主体の負担については、平成22年度の事業申請として12月議会で議決している。

関係利用受益者の調査、営農状況の把握をおこない、基準により適切な検討を行っている。

現況施設の整備であり適正である。

現況施設の整備であり適正である。

事業実施主体の負担については、市議会にて事業申請の決議も行われており問題ない。

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、実
施要領の運用に定める基準を満たすとともに、その必要性を十分に検
討しているか

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交
付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農
林水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通
知）別記Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正である
か

地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円
以内かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか

入札方式は一般競争入札若しくはこれと同等の方法によるなど適切な
ものとなているか。一般競争入札に付し難い場合は、理由は明確か

市で定めた入札基準に従い、発注金額等に応じ適切な入札方式により行っている。
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○

従来どおり地元水利組合が協力し、費用・労力負担し、適正な維持管理を行う。

従来どおり日田市土地改良区が適正な維持管理を行う。

従来どおり地元水利組合が協力し、費用・労力負担し、適正な維持管理を行う。

維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金
は検討済みか）

○

地元八坂地区住民が協力し、費用・労力負担し、適正な維持管理を行う。

現状・計画ともに水利組合での管理を行い、管理費は賦課金によることで検討済み。

事業区域内の用排水施設、農業用道路については、受益者の大越地区棚田を守る協議会が協力し、費用、労力負担し、適正な維持管理を行う。

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

従来どおり地元水利組合により、適正な維持管理に努める。

従来どおり地元水利組合が協力し、費用・労力負担し、適正な維持管理を行う。

他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われ
ているか

他の事業への重複申請（予定も含む）はないか
（ある場合には、事業名を記載すること）

他の事業への重複申請はない。

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。
また、事業費で5,000万円以上のものについては経営診断
を受け、適正なものとなっているか

事業区域内の用排水施設や耕作道については受益者である五田地区住民が協力し、費用や労力を負担し、適正な維持管理を行う。


